（R06 冬　大障教　本部）

項目３１（３）

○　府教育庁では、府立学校ネットワークサポートセンターを設け、ＩＣＴ機器等に関する各校からの問合せに対応しているところ。

○　また、全校トップページに、統合ＩＣＴネットワークのチームサイトを掲載し、ネットワークを管理されている教職員の負担軽減になるよう努めている。

項目４８（１）

○ 「特別支援学校設置基準」は、在籍者数の増加により慢性的な教室不足が続いている特別支援学校の教育環境を改善する観点から、令和３年９月に制定された。

○　同基準は、特別支援学校を設置するために必要な最低限の基準として、また、地域の実態に応じて適切な対応が可能となるよう、弾力的かつ大綱的な規定とされている。

○　既存校については、当分の間、従前の例によることができるとされているが、できるだけ早期に基準に適合するよう学校整備等の取組みを進めているところ。

○　また、国に対しては、教室不足の解消に向けた取組みを支援するため、国庫補助率を引き上げている「集中取組期間」の延長や、設置基準に適合させるための一層の財政的支援について、要望を行っており、引き続き、様々な機会を捉えて、その実現に向け取り組んでまいる。

項目４８（２）

○　知的障がいのある児童生徒の増加への対応については、令和２年１０月に、「知的障がいのある児童生徒等の教育環境に関する基本方針」を策定し、公表した。

○　同基本方針に基づき、令和６年４月に出来島支援学校を開校した。
加えて、生野支援学校の大阪わかば高校敷地内への移転併設整備を進めているところ。

○　また、令和３年９月に制定された「特別支援学校設置基準」における校舎面積基準、学級編制基準の不適合等の解消をめざし、大阪市北東部・豊能地域における新校整備に加え、今年度から新たに、北河内地域において、交野支援学校四條畷校の本校化に向けた整備を進めているところであり、その他の地域についても、引き続き、知的障がい支援学校の教育環境の改善に向けた、所要の検討を進めてまいる。

○　現在、生野支援学校の大阪わかば高校敷地内への移転併設整備と、豊能地域や大阪市北東部における新校整備に加え、今年度から新たに、北河内地域において、交野支援学校四條畷校の本校化に向けた整備を進めているところ。その他の地域についても、児童生徒数の動向や、現在着手済みの新たな支援学校の開校により想定される効果も踏まえ、教育環境の改善に向けた検討を進めてまいる。

○　また、府立支援学校の通学区域割については、関係する市町村教育委員会や学校から意見を聴くとともに、各学校の施設規模や児童生徒数、通学バス乗車時間等を考慮しながら、よりよい通学環境となるよう、検討してまいる。

○　交野支援学校四條畷校の本校化にあたっては、令和２年度に策定した「知的障がいのある児童生徒等の教育環境に関する基本方針」及び国の「特別支援学校設置基準」を踏まえ、よりよい教育環境の確保に取り組んでいるところ。

○　また、府立支援学校の通学区域割については、関係する市町村教育委員会や学校から意見を聴くとともに、各学校の施設規模や児童生徒数、通学バス乗車時間等を考慮しながら、よりよい通学環境となるよう、検討してまいる。

項目５２（４）

○　府立支援学校における給食調理業務については、障がいの状況に応じた段階食や多様なメニューの提供が行えるよう必要な調理段階で集中的に人員配置を行うことなど柔軟な体制による運営により学校給食の充実を図るため民間委託を実施している。

○　令和６年３月からの調理業務委託を開始する入札において、これまでの受託業務の履行状況など技術面を評価する総合評価一般競争入札を採用している。

○　現時点で資格要件などを令和元年８月業務開始の要件にもどすことは考えていないが、技術面を評価する総合評価一般競争入札の導入により、より安定的な学校給食の供給を行えるものと考えている。

○ 調理業務委託にあたっては、契約業務の開始から給食開始までの間に準備・確認すべき消耗品の準備や、衛生管理上必要となる施設・設備の確認、必要書類の確認、各作業ごとの衛生管理のポイント等をチェックリストにしたものを配布し、給食開始までのスケジュールに合わせてチェックするよう指導している。

○　今後も、すでに民間委託を行っている支援学校の学校長を通じ、ご意見をお聞きしながら、必要な対応を行ってまいる。

項目５２（５）

○　府立支援学校における給食調理業務については、障がいの状況に応じた段階食や多様なメニューの提供が行えるよう必要な調理段階で集中的に人員配置を行うことなど柔軟な体制による運営により学校給食の充実を図るため民間委託を実施している。

○　府立支援学校の給食調理業務の民間委託化にあたっては、おいしさや安全面・安心面はもとより、委託業者に対して、衛生管理の徹底及び障がい者理解のための研修を十分に行い、安全かつ効果的な運営が図られるよう努めている。

○　現在、民間委託が行われている支援学校においても、学校からの要請に応じて適宜受託業者と話し合いの場をもつなど、学校給食の充実に努めているところ。

項目３８（３）

○　府立学校においては、長時間勤務の要因について分析を実施し、会議や学校行事の精選など府立学校全体の課題に応じた取組みを令和６年２月に定めたところ。

〇　更に、これらの取組を着実に進めるため、令和６年度の夏季休業期間中に長時間勤務が常態化している教員が在籍する学校の校長に対し、ヒアリングを実施した。

○　ヒアリング対象になった学校については、今後も進捗管理を行い、必要に応じて改善を促していく。

〇 併せて、デジタル採点等のＩＣＴを活用した校務運営の効率化や多様な人材配置等に取り組むことで、教員の負担軽減とワークライフバランスを実現させてまいる。



項目３４（３）（４）

○　「府立支援学校職員腰痛予防検診実施要領」において、Ａは「異常なし」、Ｂ１は「おおむね異常なし」、Ｂ２は「要注意または要観察」、Ｃは「要治療」、とされているところ。

○　腰痛に対する体育実技等担当時間の軽減措置については、腰痛検診の結果、B2 又はCと判定された教員等のうち、体育実技等担当時間の軽減を受けようとする教員が同一校に2 名以上ある場合に、必要な非常勤時間数を措置するもの。
Ｂ１と判定された教員等については腰痛予防検診判定基準において「おおむね異常なし」とされていることから、軽減措置の対象としていない。

○　本制度については、必要な非常勤時間数を予算の範囲内で措置することとしているところであり、制度の見直しは困難な状況にある。

○ 今後とも、各学校長・准校長からの申請に基づき、必要な措置を講じてまいる。

項目４０

○　職場における様々なハラスメント行為は、個人としての尊厳を不当に傷つけ、その能力の有効な発揮を妨げるとともに、職場秩序や業務の遂行を阻害する重大な問題であると認識している。

○　府教育庁では、令和４年４月１日付けで改正した各ハラスメント指針及びハラスメント相談窓口等の教職員への周知について、毎年４月及び10月に府立学校校長・准校長あてに通知している。

○　また、各学校の校内窓口となる相談員の方々が相談者から相談を受ける際に、適切かつ効果的な対応を行うためのマニュアルとして、『ハラスメント相談員の手引き』を策定し、年度当初と秋の２回、府立学校校長・准校長あてに送付し、教職員への周知を図るよう依頼している。

〇　外部相談窓口については、令和４年度に府立学校の教職員を対象として実施した「教職員間のハラスメント実態把握アンケート」も踏まえ、来年度から、相談時間等の拡大を行う予定にしており、詳細については、改めて示させていただく。

〇　管理職については、令和６年４月から７月に、府立学校の新任校長・准校長、教頭を対象としたハラスメント防止に関する研修を実施した。

〇　また、「府立学校に対する指示事項」に職場におけるハラスメントの防止を重点事項として掲げるとともに、ハラスメントの未然防止、良好な勤務環境の維持、校内相談窓口の周知と適切な対応を取組み項目として掲げている。

○　今後とも、すべての職場でハラスメントのない快適な働きやすい環境づくりに努めてまいる。

項目Ⅳ４４（３）

○　教職員の配置については、標準法に基づき、学級数に応じて措置することを基本にするとともに、障がいの重度重複化への対応や、障がいの種別に応じた指導の充実などを図るため、それぞれの学校の状況を踏まえて、教員の加配措置を行っている。

○　今後とも、支援学校における教育水準や教育課題への対応等を踏まえつつ、法令に基づく定数を確保していく中で、適正な教員配置に努めてまいる。

項目Ⅳ４４（９）②（ア）

〇　栄養教諭については、標準法による定数を基礎として、給食を実施する学校に１人配置としているところ。標準法を上回る栄養教諭の複数配置については、府の財政規律に鑑み、困難である。

〇　採用予定数については、児童・生徒数や教職員の退職者数、再任用者数、国の定数改善の動向を踏まえつつ、教員が有する経験や指導方法の円滑な伝承、学校運営体制の維持、管理職の確保等のためのバランスのとれた年齢構成等に配慮しながら、毎年度決定している。

〇　また、新規採用者数については、これまでも採用予定数に見合うよう確保に努めてきたところ。

〇　今後とも、可能な限り新規採用者の確保に努めてまいる。



項目Ⅳ４４（１０）②（ア）

〇　寄宿舎指導員の採用については、今後の寄宿舎の運営方針を踏まえ、その可否
を判断してまいりたい。

項目３３（４）

○　腰痛予防検診は、腰痛に関するスクリーニング検査として実施するものであり、すでに主治医の診断を受け、治療を進めておられる場合にも受診を必須としているものではない。

項目５７（２）

○　生徒の教育活動の裏付けとなる教職員旅費は、従来から教育予算と位置付けし、厳しい財政状況の中、一定の予算措置がなされてきたところ。

○　旅費予算については、これまでから、各校の計画額をもとに必要額を確保し、予算配当してきたところ。

○　今後、11 月に実施の旅費予算執行状況調査をもとに追加配当等の再調整を行う予定としている。
また、本調査後に生じた突発的な事態などにより、旅費が不足する場合には、個別に対応させていただくこととしている。

○　府の財政は依然厳しい状況にあるが、経済社会情勢等を鑑みて、今後とも引き続き、生徒の安全管理や学校運営に支障をきたさないよう、財源の確保に努めてまいる。

項目５１（１）

〇　府立学校の老朽化対策については、平成２８年度から平成３０年度までに専門事業者による建物の調査を行い、築年数や劣化度などをもとに「府立学校施設長寿命化整備方針に基づく事業実施計画」を策定し、計画的に改修等を行っている。

○　また、事故を未然に防止し、安全確保に万全を期すため、法定点検をはじめ、日常における点検を徹底し、点検の結果により緊急性の高い改修等については、計画的に行う予防保全とは別に、速やかに現地確認や技術的な検討を行い、必要な対策を講じている。
